
事 務 連 絡 

令和２年 10 月 21 日 

 

 

公益社団法人 日本精神科病院協会 御中   

 

 

 

厚生労働省健康局結核感染症課 

 

 

検査実施機関の変更について 

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）

第６条第５項第 11 号の規定に基づき４類感染症として定められているブルセラ症につい

ては、令和２年 10月 26日より国立感染症研究所において検査を実施することとなりまし

たので、御了知の上、貴会会員へ周知をお願いします。 

また、同様の事務連絡を全国の地方公共団体の衛生主管部局宛てに発出しておりますこ 

とを申し添えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（担当） 
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